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新
し
い
総
合
計
画
を
策
定
し
、

 
新
市
建
設
計
画
（
伊
賀
市
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
）
を
改
定
し
ま
す

〜
新
し
い
総
合
計
画
〜

◆
策
定
方
針

　

新
し
い
総
合
計
画
は
、
新
市
建
設
計
画

の
将
来
像
や
基
本
理
念
を
基
本
的
な
考
え

と
し
な
が
ら
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
や

市
長
が
公
約
に
掲
げ
た
ま
ち
づ
く
り
の
考

え
方
を
市
の
政
策
と
す

る
た
め
、
策
定
し
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
見

て
公
平
で
透
明
性
の
あ

る
市
政
の
運
営
を
基
本

に
し
た
「
誇
れ
る
伊
賀

市
」
づ
く
り
を
進
め
る

た
め
、
誰
か
ら
見
て
も

わ
か
り
や
す
い
計
画
を

め
ざ
し
ま
す
。

　

◆
計
画
の
構
成

　

新
し
い
総
合
計
画
は
、
お
お
む
ね
10
年

先
の
市
の
あ
る
べ
き
姿
を
描
い
た
基
本
構

想
と
、
そ
の
基
本
構
想
を
実
現
す
る
た
め

策
定
す
る
（
仮
称
）
再
生
計
画
で
構
成
し
ま

す
。（
仮
称
）
再
生
計
画
は
、
基
本
構
想
を

実
現
す
る
た
め
の
施
策
や
事
業
な
ど
で
構

成
す
る
と
と
も
に
、
市
長
が
公
約
に
掲
げ

た
理
念
（
ビ
ジ
ョ
ン
）
の
う
ち
、
重
点
的

な
課
題
を
「
市
政
再
生
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
（
分
野
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）」
と
し
て

位
置
づ
け
ま
す
。

　

ま
た
、
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
た

行
財
政
運
営
を
進
め
て
「
伊
賀
市
の
再
生
」

を
行
う
た
め
、
毎
年
度
の
予
算
編
成
や
組

織
機
構
、
人
事
計
画
な
ど
の
市
の
経
営
方

針
と
し
て
も
位
置
づ
け
ま
す
。

◆
計
画
の
期
間

○
基
本
構
想

　

平
成
26
年
度
か
ら
お
お
む
ね
10
年
先
を
見

据
え
た
も
の
と
し
ま
す
。

○
（
仮
称
）
再
生
計
画

　
市
長
の
任
期
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。

　
（
仮
称
）
第
１
次
再
生
計
画

                       

…
３
年
間

　
　
　
　
　
　
　

平
成
26
〜
平
成
28
年
度

　
（
仮
称
）
第
２
次
再
生
計
画

                       

…
４
年
間

　
　
　
　
　
　
　

平
成
29
〜
平
成
32
年
度

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
、

策
定
・
改
定
の
た
め
の

手
続
き
や
方
針
を
決
定
し
ま
し
た

　
誇
れ
る
伊
賀
市
に
す
る
た
め
、

　
皆
さ
ん
と
と
も
に

　
わ
か
り
や
す
い
計
画
を
作
り
ま
す

 

〜
新
市
建
設
計
画

   （
伊
賀
市
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
）
〜

　
伊
賀
市
と
し
て
の
一
体
感
を

　
さ
ら
に
高
め
る
た
め
、

　
計
画
の
内
容
や
期
間
を
見
直
し
ま
す

　

平
成
25
年
３
月
15
日
㈮
か
ら
４
月
４

日
㈭
ま
で
「
新
し
い
総
合
計
画
策
定
方

針
（
案
）・
新
市
建
設
計
画
改
定
方
針

（
案
）」
に
つ
い
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
を
行
い
、
広
く
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら

ご
意
見
の
募
集
を
行
っ
た
結
果
、
１
件

の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
市
で
は
、い
た
だ
い
た
ご
意
見
な
ど
を
踏

ま
え
、新
し
い
総
合
計
画
策
定
方
針
・
新
市

建
設
計
画
改
定
方
針
を
決
定
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
定
め
た
方
針
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
の
内
容
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
開
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
後
も
計
画

案
へ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
や
意
見
交

換
会
な
ど
を
行
い
、
す
で
に
公
募
委
員
の

募
集
を
行
っ
た
総
合
計
画
審
議
会
を
中
心

に
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
計
画
策
定
を
進
め

ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
企
画
課

　
☎
22
・
９
６
２
０　
FAX   

22
・
９
６
２
８

　
新
市
建
設
計
画
は
、
合
併
前
に
伊
賀
地
区

市
町
村
合
併
協
議
会
で
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
改
定
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
基
本
理

念
を
踏
ま
え
、
現
在
の
社
会
経
済
情
勢
や
有

利
な
財
源
で
あ
る
合
併
特
例
債
を
引
き
続
き

活
用
す
る
た
め
、
計
画
の
内
容
や
期
間
を
見

直
し
ま
す
。

　

こ
の
新
市
建
設
計
画
は
、
市
町
村
の
合

併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
に
沿
っ
た
手
続

き
に
よ
り
改
定
し
ま
す
。（
県
知
事
と
の
協

議
な
ど
）

◆
計
画
の
期
間

○
改
定
前

　
平
成
16
年
11
月
１
日
〜
平
成
26
年
10
月
31
日

○
改
定
後

　
平
成
26
年
11
月
１
日
〜
平
成
31
年
10
月
31
日

ま
た
は
平
成
32
年
３
月
31
日

※
改
定
後
の
計
画
期
間
は
、
今
後
の
改
定

　
内
容
に
よ
り
ま
す
。
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■初心者狩猟免許取得予備講習会
【と　き】　※いずれか１回を受講　①②とも午前９時～
　①６月 29 日㈯　②７月 20 日㈯　

【ところ】　三重県総合文化センター（津市一身田上津部
田 1234）
　①三重県男女共同参画センター　２階セミナー室Ａ
　②三重県文化会館　大会議室

【対象者】　20 歳以上の人
【定　員】　各 100 人　※先着順
【申込期限】
　①６月 20 日㈭　②７月 11 日㈭

【受講料】
○初心者：13,000 円
○猟友会会員：5,000 円

【申込方法】
　鳥獣害対策室・各支所振興課にある申込用紙に必要事
項を記入の上、受講料を添えて郵送（現金書留）または
持参でお申し込みください。

【申込先・問い合わせ】
　〒 514-0003　津市桜橋１丁目 104
　三重県林業会館内㈳三重県猟友会
　☎ 059-228-0923 　FAX 059-228-0988

【問い合わせ】
　三重県猟友会伊賀支部（鳥獣害対策室内）
　☎ 43-2303　FAX 43-2313

　道路を走っているとポイ捨てされた空き缶などを
見かけることがあります。大きなものでは、家電製
品やタイヤなどが山中に捨てられていることもあり
ます。このようなごみの不法投棄問題は全国各地で
報告されていますが、どの自治体もその対策に苦慮
しています。市でも環境パトロールを実施し、平成
24 年度の回収実績は下表のとおりでした。
　不法投棄対策として最も重要な点は、未然に不法
投棄を防ぐことです。定期的に所有地の除草などを
行い、見回りなどをすることが大切です。
　このような活動は、地域が一体となって行うこと

で、より効果的なものになります。
　環境省は、ごみゼロの日である５月 30 日から環境
の日である６月５日の１週間を「全国ごみ不法投棄
監視ウイーク」と定めています。期間中には全国一
斉に不法投棄を防止する取り組みが行われます。
　市でも不法投棄防止に関する啓発活動や、さくら
リサイクルセンター（６月２日）・伊賀南部クリーン
センター（６月 16 日）の休日開場を行う予定です。
　不法投棄の根絶に向けて、市民の皆さんのご協力
をお願いします。

全国ごみ不法投棄監視ウイーク
５月 30 日～６月５日

可燃ごみ 不燃ごみ 家電４品目

5.1 トン 2.3 トン 133 個

《平成 24 年度環境パトロール不法投棄物回収実績》○ごみの不法投棄は犯罪です。（５年以下の懲役ま
　たは 1,000 万円（法人の場合は３億円）以下の
　罰金が科せられることがあります。）
○ごみを野外焼却することは、法律で原則禁止され
　ています。
○家電４品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗
　濯機、衣類乾燥機）が不用になった場合は、家電
　リサイクル法に沿って、適正に処理しましょう。

【問い合わせ】
　清掃事業課　☎ 20-1050　FAX 20-2575
　環境政策課　☎ 20-9105　FAX 20-9107

平成 25 年度初心者狩猟免許取得予備講習会・狩猟免許試験
■狩猟免許試験の実施について

【免許の種類】
　網猟・わな猟・銃猟（第１種・第２種）

【と　き】　いずれも午前９時 30 分～午後５時
　①７月 10 日㈬　②８月 10 日㈯　③９月１日㈰

【ところ】
　①三重県総合文化センター（津市一身田上津部田
1234）
　②・③三重県吉田山会館（津市栄町１丁目 891）　

【申込期限】　各期限の午後５時 15 分まで
　①７月３日㈬　②８月２日㈮　③８月 23 日㈮

【受験手数料】　※１つの免許につき　
○初心者：5,200 円
○免許取得者：3,900 円

【試験科目】
　知識試験・適性試験・技能試験

【提出書類】
　狩猟免許申請書・受験票・医師
の診断書など・住民票抄本
※申込方法など詳しくはお問い 
　合わせください。

【申込先・問い合わせ】
　三重県伊賀農林事務所森林・
林業室林業振興課
　☎ 24-8142　FAX 24-8112

不法投棄の撲滅を
めざして


